
No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

1 労務費は、時間的制約の受ける場合の補正係数を適用していません。

労務費についてご教授ください。
運転手、土木一般世話役、普通作業員において
時間的制約の労務割り増しの比率は加算されているのでしょう
か。

質疑・回答書

告示番号 R03-00009647 件　　　　名 利倉東1丁目児童遊園施設改修工事

回　　　　答質疑事項


